
［参考資料］事業承継の場合の取得日等のシステムへの入力内容

事業承継元 事業承継の種類 資産種別 増加事由 取得価額 期首帳簿価額 取得日 供用開始日 償却方法

譲渡 - 取得 譲渡時の時価 0円 譲渡日 事業承継先の供用開始日
通常の固定資産の取得と同
様の方法

無償賃借
（同一生計親族の
必要経費算入の場合）

- 事業承継 事業承継元の取得価額 事業承継元の期首帳簿価額 事業承継元の取得日 事業承継先の供用開始日事業承継元の償却方法

建物 事業承継 事業承継元の取得価額 事業承継元の期首帳簿価額 相続により取得した日 事業承継先の供用開始日定額法

建物以外 事業承継 事業承継元の取得価額 事業承継元の期首帳簿価額 相続により取得した日 事業承継先の供用開始日
通常の固定資産の取得と同
様の方法

建物 事業承継 相続時の時価 相続時の時価（※1） 相続により取得した日 事業承継先の供用開始日定額法

建物以外 事業承継 相続時の時価 相続時の時価（※1） 相続により取得した日 事業承継先の供用開始日
通常の固定資産の取得と同
様の方法

※1： 事業承継元の方が亡くなられて、なおかつ限定承認が選択された場合において、増加事由が「事業承継」となっておりますが、
増加事由に「事業承継」が選択された場合、期首帳簿価額が入力必須となります。
その場合は期首帳簿価額に相続時の時価を入力してください。
期首帳簿価額を0円と入力した場合、未償却残高が0円にとなり、当期の償却費も発生いたしません。

システムへの入力内容
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